
１． 整備の考え方 

２． 取組内容 【目標：不燃領域率 70％】  

不燃化１０年プロジェクト  【太子堂・三宿地区】 の整備プログラム概要について（案）                   【別紙２-１】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
○ コア事業 
  

三太通り拡幅整備事業（幅員６ｍ） 

  
○ 都市計画道路 補助２６号線 整備 
  

補助２６号線整備（事業中：東京都施行（特

定整備路線候補区間））による延焼遮断帯の

形成 

  
○ 防災まちづくりの取り組み 
  

池尻４丁目・三宿２丁目地区地区街づくり

計画の検討 

  
○ 区域全域における取組  
  

老朽木造建物の建替え支援 

（建替促進事業） 

■ 現在の取組・課題 
   
●密集事業による道路や通り抜け路、

公園整備など 

●地区計画、地区街づくり計画、新た

な防火規制 
  

（課題） 

・老朽木造建物の建替えが進まない 

（複雑な権利関係） 

（高齢化による建替えへの不安）等 

・狭あい道路が多い 

■ 新たな取組 
  
●区域全体における取組 
 

・老朽木造建物の建替え支援により不燃化を促進 

（固定資産税及び都市計画税の減免） 

（戸建建替えの際の設計費の支援） 

（老朽建築物の除却費の支援） 
 

●課題解決のための更なる支援 
 

・専門家派遣支援 

（建替え促進等のための全戸訪問型の派遣に対する支援） 

（弁護士、税理士、福祉専門家等の派遣に対する支援等） 

■ 事業効果  

●不燃領域率 

63％（平成23年度） → 70％（平成32年度） 
   
●三太通りの用地買収に伴う建替えや区域内

の老朽木造建物の不燃建替えの促進による防

災性の向上 
  

●様々な専門家を派遣して、個々の権利者の不

安の解消や課題を解決する支援を行うことに

よる事業のスピードアップ 

 



２． 取組内容 【目標：不燃領域率 70％】  

１． 整備の考え方 

不燃化１０年プロジェクト  【区役所周辺地区】 の整備プログラム概要について（案）                    【別紙２-２】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
○ コア事業 

特定整備路線（補助５２号） 

沿道における取組 

 

特定整備路線（補助５２号） 

沿道の不燃化による延焼遮断 

帯の形成 

（建替促進事業）   
○ 都市防エリア（事業中） 
  

都市防災不燃化促進事業 

  
○ 防災まちづくりの取組 
  

新たな防火規制の指定（予定） 

  
○ 区域全域における取組  
  

固定資産税及び都市計画税の減免によ  

る建替の促進 

■ 現在の取組・課題 
   
●密集事業による建替促進や道路、公

園整備など 

●地区計画、地区街づくり計画、新た

な防火規制 
  

（課題） 

・老朽木造建物の建替えが進まない 

（複雑な権利関係） 

（高齢化による建替えへの不安）等 

・狭あい道路が多い 

■ 新たな取組 
  
●区域全体における取組 

・老朽木造建物の建替え支援により不燃化を促進 

（固定資産税及び都市計画税の減免） 

●特定整備路線沿道の老朽木造建物の建替え支援に

より不燃化を促進 

（戸建建替えの際の設計費の支援） 

（老朽建築物の除去費の支援） 

●課題解決のための更なる支援 

・専門家派遣支援 

（建替え促進等のための全戸訪問型の派遣に対する支援） 

（弁護士、税理士、福祉専門家等の派遣に対する支援等） 

■ 事業効果  

●不燃領域率 

55.8％（平成23年度） → 70％（平成32年度） 
   
●老朽木造建物の不燃建替えの促進による防災

性の向上 
 

●都市計画道路の整備及び沿道建物の不燃化に

よる延焼遮断帯の形成 
  

●様々な専門家を派遣して、個々の権利者の不安

の解消や課題を解決する支援を行うことによる

事業のスピードアップ 

 



１． 整備の考え方 

２． 取組内容 【目標：不燃領域率 70％】  

不燃化１０年プロジェクト  【北沢三・四丁目地区】 の整備プログラム概要について （案）                【別紙２-３】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
○ コア事業 
  

主要生活道路（茶沢通り）拡幅整備 

（幅員８ｍ） 

  
○ 都市計画道路 補助２６号線 整備 
  

補助２６号線整備（事業中：東京都施行（特

定整備路線候補区間））による延焼遮断帯の

形成 

  
○ 区域全域における取組  
  

老朽木造建物の建替え支援 

（建替促進事業） 

街づくり用地取得と土地活用 

■ 現在の取組・課題 
   
●密集事業による道路、公園整備など 

●地区計画、地区街づくり計画、新た

な防火規制 
  

（課題） 

・老朽木造建物の建替えが進まない 

（複雑な権利関係） 

（高齢化による建替えへの不安）等 

・狭あい道路が多い 

■ 新たな取組 
  
●区域全体における取組 
 

・老朽木造建物の建替え支援により不燃化を促進 

（固定資産税及び都市計画税の減免） 

（戸建建替えの際の設計費の支援） 

（老朽建築物の除却費の支援） 

・街づくり用地取得と土地活用 
 

●課題解決のための更なる支援 
 

・専門家派遣支援 

（建替え促進等のための全戸訪問型の派遣に対する支援） 

（弁護士、税理士、福祉専門家等の派遣に対する支援等） 

■ 事業効果  

●不燃領域率 

46％（平成23年度） → 70％（平成32年度） 
   
●主要生活道路の用地買収に伴う建替えや区

域内の老朽木造建物の不燃建替えの促進等に

よる防災性の向上 
  

●様々な専門家を派遣して、個々の権利者の不

安の解消や課題を解決する支援を行うことに

よる事業のスピードアップ 

 


